
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第２条第１項及び第３項の規定に基づき

所管行政庁が認める図書 

 
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平成２１年国土交通省令第３号。

以下「省令」という。）第２条第１項及び第３項の規定に基づき、市長が必要と認める図

書及び不要と認める図書は、次のとおりとする。 
 

１ 省令第２条第１項の規定に基づき市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とす

る。 
一 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能
評価機関が交付する適合証 

二 登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定（登録住宅型式性能認定等
機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。）を受けた型式に適合する住宅又

は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、

当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書（登録住宅型式

性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。）の写し 
三 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含
む住宅にあっては、型式住宅部分等製造者認証書の写し 

四 長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査にあたり、長期使用構造等とするため
の措置及び維持保全の方法の基準を定める件（平成 21 年国土交通省告示第 209
号）第３に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられ

ていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と

同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書 
五 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第１項第３号に関する基準」１
の各号の制限に適合する旨の証明書が交付されている場合にはその写し 

六 都市計画基本図の写し 
 

２ 省令第２条第３項の規定に基づき市長が不要と認める図書は、次のとおりとする。 
一 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた

型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請

のうち、住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、長期優良住宅建築

等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書にお

いて、住宅性能評価（登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定

書と同等の確認書においては長期優良住宅建築等計画の認定）の申請において明

示することを要しない事項として指定されたもの 
二 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含

む住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請のうち、型式住宅部分等製造者認

証書の写しを添えたものにあっては、長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図

書に明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価

の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの 

 
 


